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委員会

議会運営
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開会時刻は、いずれも午前10時の予定です。
請願・陳情の〆切：11月28日（月）正午までに議会
事務局へご持参ください。
※請願・陳情を提出される方は、早めに議会事務局へお問い合わせください。
※ 議会の日程は変更になることがありますので、市のホームページでご確認くだ
さい。

－この広報紙は再生紙を使用しています－
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平成28年（2016年）11月5日

第3回定例会

●  一般会計補正予算（第５号）案が可決
　　 さくら通り改修事業をより効率的に進めるため、工事期間を２カ

年延長、個人番号カード関連事務委任に係る交付金を増額、保育
士等キャリアアップに取り組む保育所に対する補助金の追加など

●  資源物の持ち去りが禁止になります
　　 市長及び市長が指定するもの以外の者のごみ集積所に置かれた資

源物の無断収集、又は運搬する行為を禁止する条例が可決
　　［→２面に詳細］

●  特殊詐欺被害防止のための自動通話録音機に関する陳
情は全会一致で採択、国立市に特別養護老人ホーム増
設を求める陳情[→２面に詳細]　ほか3件は不採択とな
りました

●  福祉保険委員会主催で「在宅介護と地域包括ケア推
進」について勉強会を行いました

　　 10月19日に医療法人社団つくし会新田クリニック理事長の新
田國夫氏による講演を全議員で受け、福祉保険委員が特養「くに
たち苑」、「シルバーハイツ谷保」の現地視察をしました

●  平成27年度の全会計決算が委員会で認定
　　 ９月議会終了後の決算特別委員会で認定されました。12月議会

初日（12/2予定）に全会派が討論を行い、議会として認定され
る見通しです

議会の傍聴にお越しください Topics

ま
ち
づ
く
り
の
ル
ー
ル
が

ま
ち
づ
く
り
の
ル
ー
ル
が

変
わ
り
ま
し
た

変
わ
り
ま
し
た

（（
1010
月月
11
日
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
）

日
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
）

12月議会（第4回定例会）のお知らせ
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こ
ん
な
質
問
と
質
疑
が

あ
り
ま
し
た

▼
陳
情
者
に
対
し
て

Ｑ
．
在
宅
介
護
の
問
題
点
は
。

Ａ
．
老
老
介
護
な
ど
家
族
の
負
担
が

多
大
。

Ｑ
．
特
養
の
現
状
認
識
は
。

Ａ
．
特
養
待
機
者
に
丁
寧
な
説
明
と

共
に
、
300
人
も
の
待
機
者
を
出
さ
な

い
努
力
を
望
む
。

▼
市
長
部
局
に
対
し
て

Ｑ
．
８
月
時
点
で
の
待
機
者
283
名
は
、

す
べ
て
国
立
市
民
か
。

Ａ
．
要
介
護
３
以
上
の
在
宅
待
機
者

は
44
名
で
あ
る
。

Ｑ
．
特
養
建
設
に
よ
る
市
の
財
政
負

担
額
は
。

Ａ
．
現
在
６
カ
所
の
建
設
費
補
助
を

20
年
か
け
て
支
出
し
て
い
る
。
平
成

27
年
度
は
、
２
千
632
万
３
千
円
を
支

出
。
ト
ー
タ
ル
で
５
億
円
支
出
す
る

見
込
み
。

Ｑ
．
制
度
改
正
に
よ
り
利
用
料
金
は

変
わ
っ
た
の
か
。

Ａ
．
配
偶
者
が
課
税
さ
れ
て
い
る
場

合
は
世
帯
が
分
か
れ
て
い
て
も
保
険

給
付
は
つ
か
ず
、
11
〜
12
万
円
の
利

用
料
金
と
な
る
。

Ｑ
．
特
養
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト

と
し
て
の
位
置
付
け
は
。

Ａ
．
特
養
は
老
人
福
祉
法
に
基
づ
き
、

行
政
側
が
措
置
と
し
て
入
所
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
場
所
で
あ
り
、
セ
ー

フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
と
し
て
の
役
目
が

厳
然
と
し
て
あ
る
。

Ｑ
．
緊
急
事
態
で
困
っ
て
い
る
方
に

対
す
る
特
養
入
所
の
対
応
は
。

Ａ
．
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
市

内
施
設
の
空
き
状
況
も
含
め
、
三
多

摩
全
市
に
当
た
り
、
緊
急
的
に
入
所

し
て
い
る
。

Ｑ
．
新
た
に
従
来
型
特
養
を
新
設
し

た
際
は
、
国
立
市
民
が
優
先
し
て
の

入
所
は
可
能
か
。

Ａ
．
優
先
順
位
は
施
設
で
決
め
る
た

め
、
国
立
市
民
が
優
先
的
に
入
所
で

き
る
わ
け
で
は
な
い
。

Ｑ
．
認
知
症
発
症
後
の
介
護
を
事
前

に
準
備
す
る
た
め
の
情
報
提
供
が
不

足
し
て
い
る
と
考
え
る
が
。

Ａ
．
広
く
広
報
し
、
一
人
一
人
が
事

前
に
検
討
で
き
る
よ
う
働
き
か
け
て

い
く
。

こ
ん
な
討
論
が
あ
り
ま
し
た

採
択　

介
護
認
定
者
の
７
割
が
低
所

得
者
。
特
養
は
必
要
で
あ
り
、
建
設

す
る
べ
き
で
あ
る
。

採
択　

セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
と
し

て
安
心
し
て
利
用
で
き
る
状
況
に
な

っ
て
い
な
い
た
め
採
択
と
す
る
。

不
採
択　

全
て
の
解
決
策
を
特
養
と

せ
ず
、
高
齢
者
の
希
望
を
聞
き
な
が

ら
丁
寧
な
対
応
を
要
望
す
る
。
財
政

を
圧
迫
す
る
新
規
開
設
は
慎
重
な
検

討
が
必
要
。

不
採
択　

市
全
体
で
要
介
護
者
を
在

宅
介
護
で
支
え
る
、
安
心
・
安
全
な

ま
ち
づ
く
り
を
応
援
し
た
い
。

不
採
択　

在
宅
か
施
設
か
の
二
項
対

立
で
な
く
、
介
護
で
苦
し
ん
で
い
る

方
の
負
担
を
和
ら
げ
軽
減
し
て
い
く

こ
と
が
課
題
。

こ
ん
な
質
疑
が
あ
り
ま
し
た

Ｑ
．
こ
の
条
例
を
つ
く
る
意
義
は
。

Ａ
．
現
在
は
パ
ト
ロ
ー
ル
で
回
っ
て
、

持
ち
去
り
を
止
め
て
も
ら
う
よ
う
に

言
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
お
願
い
で
あ

り
法
的
に
阻
止
す
る
手
立
て
が
な
い
。

法
的
な
裏
づ
け
を
持
っ
て
取
り
締
ま

り
が
で
き
る
。

Ｑ
．
以
前
市
で
は
、
持
ち
去
っ
て
も

ら
っ
た
方
が
回
収
コ
ス
ト
が
か
か
ら

な
い
の
で
有
難
い
と
聞
い
て
い
た
が
。

Ａ
．
市
の
目
線
で
は
な
く
、
多
く
の

市
民
が
不
快
に
感
じ
て
お
り
、
危
険

も
与
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
を

抑
止
す
べ
き
か
否
か
だ
。

Ｑ
．
制
定
す
る
た
め
に
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
や
市
民
へ
の
周
知
は
し

た
の
か
。

Ａ
．
別
の
案
件
で
住
民
説
明
会
を
行

っ
た
時
に
、
住
民
の
生
の
声
を
聞
い

た
り
、
ご
み
持
ち
去
り
の
苦
情
の
電

話
を
た
く
さ
ん
受
け
て
い
る
。

Ｑ
．
防
止
、
抑
止
の
効
果
は
ど
れ
く

ら
い
と
考
え
て
い
る
の
か
。
目
標
は

あ
る
の
か
。

Ａ
．
現
状
市
内
に
出
回
っ
て
い
る
方

を
２
名
ほ
ど
確
認
し
て
い
る
。
あ
と

は
頻
度
が
少
な
く
把
握
で
き
な
い
が
、

か
な
り
の
効
果
を
期
待
し
て
い
る
。

持
ち
去
り
を
半
分
以
下
に
し
て
い
き

た
い
。

Ｑ
．
持
ち
去
り
の
現
行
犯
で
な
い
と

取
り
締
ま
り
が
で
き
な
い
の
か
。

Ａ
．
市
は
巡
回
を
し
て
、
持
ち
去
り

者
の
車
両
番
号
な
ど
の
証
拠
を
整
え
、

命
令
書
を
持
ち
去
り
行
為
の
現
場
で

渡
す
。
そ
の
後
、
持
ち
去
り
を
止
め

な
い
場
合
、
取
り
締
ま
り
を
警
察
が

行
う
。

Ｑ
．
命
令
書
を
受
領
し
な
い
場
合
は

ど
う
す
る
の
か
。

Ａ
．
他
市
で
は
、
素
直
に
受
け
取
っ

て
い
る
よ
う
だ
が
、
悪
質
な
場
合
は

警
察
と
の
協
力
体
制
で
臨
む
。

Ｑ
．
巡
回
は
誰
が
行
う
の
か
。

Ａ
．
行
政
に
よ
る
命
令
行
為
が
重
要

な
の
で
職
員
が
行
う
。
増
員
は
な
し
。

Ｑ
．
市
民
が
持
ち
去
り
を
目
撃
し
た

場
合
の
対
処
方
法
は
。

Ａ
．
持
ち
去
り
者
と
の
接
触
は
避
け

て
も
ら
い
た
い
。
車
両
番
号
を
市
に

通
報
頂
き
た
い
。

Ｑ
．
市
の
指
定
業
者
と
、
持
ち
去
り

者
を
区
別
す
る
方
法
は
。

Ａ
．
市
が
指
定
す
る
業
者
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
ス
テ
ッ
カ
ー
を
作
成
中
。

Ｑ
．
法
人
が
対
象
の
条
例
に
見
え
る

が
、
個
人
で
も
対
象
に
な
る
の
か
。

Ａ
．
法
人
、
個
人
に
か
か
わ
ら
ず
対

象
に
な
る
。
条
例
第
37
条
の
２
に
規

定
さ
れ
て
い
る
。

Ｑ
．
罰
金
の
上
限
20
万
円
は
理
由
や

根
拠
、
妥
当
性
は
あ
る
の
か
。

Ａ
．
非
常
に
難
し
い
問
題
だ
が
、
最

初
の
事
例
が
世
田
谷
区
で
あ
り
、
裁

判
所
で
罰
金
20
万
円
が
判
断
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
各
市
罰
金
を
設
定
す
る

場
合
お
お
む
ね
横
並
び
に
な
っ
た
。

Ｑ
．
罰
金
刑
が
な
い
と
警
察
と
連
携

で
き
な
い
の
か
。

Ａ
．
そ
う
で
は
な
い
が
、
警
察
が
動

か
ざ
る
を
得
な
い
状
況
も
作
り
た
い

と
考
え
て
、
あ
え
て
罰
金
刑
に
し
た
。

Ｑ
．
罰
金
は
市
の
歳
入
に
な
る
の
か
。

Ａ
．
国
庫
金
に
な
る
。

Ｑ
．
条
例
に
違
反
者
を
公
表
で
き
る
、

と
な
っ
て
い
る
が
。

Ａ
．
悪
質
な
場
合
は
状
況
に
応
じ
て

対
応
。
あ
く
ま
で
で
き
る
規
定
。

こ
ん
な
討
論
が
あ
り
ま
し
た

 

賛
成　

持
ち
去
り
行
為
は
問
題
視
さ

れ
て
い
て
、
公
共
事
業
の
信
頼
性
や

行
政
の
信
用
に
か
か
わ
る
問
題
だ
。

ま
た
事
故
を
心
配
す
る
市
民
が
多
数

い
て
、
安
心
安
全
と
い
っ
た
面
か
ら

も
条
例
を
制
定
し
、
し
っ
か
り
し
た

枠
組
み
を
作
る
こ
と
は
必
要
。

賛
成　

市
民
の
安
全
が
第
一
。
悪
質

な
持
ち
去
り
者
を
し
っ
か
り
と
防
止

し
て
、
市
民
が
資
源
回
収
を
し
た
と

い
う
こ
と
も
評
価
で
き
る
よ
う
な
国

立
市
で
あ
る
こ
と
を
願
う
。

賛
成　

持
ち
去
り
に
よ
り
、
市
民
の

日
常
生
活
が
不
安
に
な
り
、
影
響
を

受
け
て
い
る
の
で
、
行
政
と
し
て
防

止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
状
は

こ
の
条
例
が
な
い
と
、
法
律
上
で
の

確
た
る
手
だ
て
が
と
れ
な
い
事
が
、

必
要
性
だ
と
思
う
。
罰
金
刑
の
額
の

妥
当
性
も
質
疑
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。

持
ち
去
り
行
為
の
発
覚
、
市
か
ら
の

警
告
、
禁
止
命
令
。
改
善
さ
れ
な
い

場
合
は
告
発
を
し
て
、
警
察
で
送
検

し
、
検
察
庁
で
起
訴
の
判
断
の
上
で

裁
判
所
で
の
判
断
で
、
罰
金
刑
を
含

め
て
確
定
と
い
う
流
れ
に
な
る
。
実

効
性
の
あ
る
も
の
と
担
保
す
る
た
め

に
も
罰
金
の
設
定
は
必
要
。

反
対　

地
域
の
不
安
を
解
消
す
る
こ

と
や
、
持
ち
去
り
を
防
止
す
る
た
め

と
い
う
の
は
理
解
す
る
が
、
自
治
体

が
罰
金
刑
を
規
定
す
る
の
は
違
和
感

を
感
じ
る
。
罰
金
刑
が
な
け
れ
ば
、

賛
成
し
て
も
い
い
。

市内に特別養護老人ホームの増設を求める陳情は不採択。
委員会の審査を受け、在宅介護と地域包括ケアについて
調査研究します

福祉保険委員会

【陳情第8号】
国立市に特別養護老人ホーム増設を求める陳情

平成29年1月1日から
資源物の持ち去りが禁止になります

建設環境委員会

【議案第65号】
国立市における廃棄物等の発生の抑制、循環
的な利用の促進及び適正な処分の確保に関す
る条例の一部を改正する条例案

クニタチッタ
の用語解説

クニタチッタの用語解説

質疑とは、
議題となってい
る案件について、
疑問を質すこと。

質問とは、
当該団体の事務
全般について執
行状況等の報告・
説明を求めたり、
疑問を質すこと。

討論とは、
表決の前に、賛
成または反対の
意見を表明する
こと。

特別養護老人ホームとは、
自宅での生活が困難で常時介護を
必要とする（在宅介護が難しい）
高齢者が入所して、介護・養護を
受ける施設。
設置主体は地方公共団体および社
会福祉法人等。
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会派略称
自＝自由民主党・明政会（青木健・石塚陽一・大和祥郎・石井伸之・髙柳貴美代・大谷俊樹・遠藤直弘）　新＝新しい議会（藤江竜三・稗田美菜子・石井めぐみ・渡辺大祐）
共＝日本共産党（高原幸雄・尾張美也子・住友珠美）　公＝公明党（小口俊明・中川喜美代・青木淳子）　風＝緑と自由の風（重松朋宏・関口博）
社＝社民党（藤田貴裕）　こ＝こぶしの木（上村和子）　み＝みらいのくにたち（望月健一）

　　　　　　　平成28年第3回定例会　　各会派の議案への賛否
議案
番号 件 名 概 要

会派名（人数は議長を除く数） 議決
結果自

7
新
4
共
3
公
2
風
2
社
1
こ
1
み
1

賛
否
が
分
か
れ
た
も
の

市
長
提
出
議
案

予 

算 第69号 平成28年度国立市国民健康保険特別会計
補正予算（第1号）案

【補正額】+319万7千円 
【補正後の総額】87億8,672万円
国民健康保険システム改修委託料

○ ◯ × ◯ ◯ ◯ ○ ◯

可決
○18
×３

条
例

第64号 国立市家庭的保育事業等の設備及び運営の
基準に関する条例の一部を改正する条例案

建築基準法施行令の改正等に伴い、事業所の排煙設
備の基準を変更する ◯ ◯ × ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

第65号
国立市における廃棄物等の発生の抑制、循
環的な利用の促進及び適正な処分の確保に
関する条例の一部を改正する条例案

ごみ集積所に置かれた資源物を無断で収集又は運搬
する行為を禁止する ○ ◯ ○ ○ × ○ × ○

そ
の
他

第57号 国立駅南第1自転車駐車場集中管理機器購
入契約について

【金額】5,255万2,800円
【事業者】市村酸素株式会社
　　　　　随意契約

◯ ◯ × ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

第58号 国立駅南第1自転車駐車場自転車駐輪ラッ
ク購入契約について

【金額】6,650万4,240円（落札率95.4%）
【事業者】市村酸素株式会社
　　　　　指名競争入札に4社が応札

○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

議
員
提
出
議
案

意
見
書
・
決
議

議員
第7号

東京都市長会が都知事選挙において、特定
候補支援と受け取られかねない協議を行っ
たことに抗議し、市長会の政治的中立性の確
保を求める決議案

【提出者:重松朋宏議員ほか3名】 都知事選におい
て、特定候補支援と受け取られかねない協議を行った
ことに市議会として厳重に抗議し、市長会が政治的中
立性を保つことを求める

× × ○ × ○ ○ ○ ○
否決
○８
×13

議員
第8号

次期の介護保険制度の見直しに関する意見
書案

【提出者:尾張美也子議員ほか4名】 次期の介護保険
制度の見直しにおいて、利用料の2割負担の拡大と福
祉用具貸与、住宅改修の自己負担を再検討し、実施す
べきではないことを求める

× × ○ × ○ ○ ○ ×
否決
○７
×14

議員
第9号

パナマ文書流出で明らかになったタックスヘ
イブン（租税回避地）の実効的対策を求める
決議案

【提出者:重松朋宏議員ほか2名】 政府に①パナマ文
書の詳細の把握、徹底した調査の実施、適切な課税、
必要な法改正を行うこと②国際的な税のルール策定
に当たり、全ての国が参加できる仕組みの実現を目指
すことを求める

× × ○ × ○ ○ ◯ ○
否決
○８
×13

陳　

情

陳情
第7号 東区三小通りに関する陳情

【陳情者：国立市民】 白線上の突起物の撤去等、住
民目線での対応、交通にかかわる研究者等の意見を取
り入れ検証、透明化することを求める

× × ○ × ○ × ○ ×
不採択
○６
×15

陳情
第8号

国立市に特別養護老人ホーム増設を求める
陳情

【陳情者：国立市に特別養護老人ホーム増設を求める
会代表ほか1,261名】【→詳細は2面】 都営矢川北団
地の建て替え跡地、国有地、都有地、民間用地などを
活用し、早急に特養ホームの建設（増設）を求める

× × ◯ × ○ ◯ ◯ ×

不採択
○７
×14

陳情
第10号

女性の人権問題解決を世界に訴えることを
日本国政府に求める陳情

【陳情者:西東京市民ほか5名】  当時の軍の関与に
ついて、「慰安所の設置、慰安婦とされた女性たち
の衛生管理や輸送に限定されたものであること」、
「強制連行等の事実はなかったこと」、女性の人権
侵害の解決を世界の政府に要請する国に対する意見
書の提出を求める

○ × × × × × × ×

陳情
第11号 国立市における受動喫煙防止に関する陳情

【陳情者:東京都たばこ商業協同組合連合会　常務
理事】 受動喫煙防止に関して、条例化による一律
的、強制的な規制ではなく、事業者の自主的な取組
みによる対策を求める

○ × × × × × × ×

全
会
一
致
の
も
の

市
長
提
出
議
案

予
算

第56号 専決処分事項の報告及び承認について【平成
28年度国立市一般会計補正予算（第4号）案】

【補正額】+3,590万7千円 【補正後の総額】295億3,288万2千円
東京都知事選挙実施に伴う選挙用器材、公営掲示場設置等委託料など 承認

第68号 平成28年度国立市一般会計補正予算
（第5号）案

【補正額】+7,862万6千円 【補正後の総額】296億1,150万8千円
地方交付税の減額、個人番号カード関連事務委任に係る交付金、児童扶養手当扶助費、保
育士等キャリアアップ補助金、B型肝炎ワクチン予防接種委託料の増額など

可決

第70号 平成28年度国立市介護保険特別会計補正予
算（第1号）案

【補正額】+1億5,321万7千円 【補正後の総額】53億3,156万2千円
介護給付費準備基金積立金、国・都支出金等の返還金、一般会計繰出金などの増額

条
例

第59号 国立市非常勤特別職職員の報酬および費用
弁償に関する条例の一部を改正する条例案 国立市開発行為等指導要綱審査委員会が廃止されるため、関係規定を削除する

第60号 国立市地域集会所設置条例の一部を改正す
る条例案 町区域の新設に伴い、谷保東集会所の所在地を「谷保7丁目17番地の1」に変更する

第61号 国立市公共施設整備基金条例の一部を改正
する条例案 国立市まちづくり条例施行に伴い、引用している条文を当該条例の条文に変更

第62号 国立市図書館条例の一部を改正する条例案 町区域の新設に伴い、くにたち中央図書館谷保東分室の所在地を「谷保7丁目17番地の
1」に変更する

第63号 国立市児童遊園条例の一部を改正する条例案 町区域の新設に伴い、谷保東遊園の所在地を「谷保7丁目28番地の3」に変更する
第66号 国立市緑化推進条例の一部を改正する条例案 国立市まちづくり条例施行に伴い、引用している条文を当該条例の条文に変更する

第67号 国立市都市景観形成条例の一部を改正する
条例案

国立市まちづくり条例施行に伴い、大規模開発事業に係る手続きを追加するとともに、都
市景観審議会の所掌事項をまちづくり審議会に移行し、都市景観審議会及び委員の規定を
削除する

陳　

情
陳情
第9号

特殊詐欺被害防止のための自動通話録音機
に関する陳情

【陳情者:立川国立防犯協会会長ほか1名】 特殊詐欺被害を未然に防止できる「自動通話録
音機」の無償貸し出し事業を市が28年度も実施することを求める 採択

継　
　

続

市
長
提
出
議
案

そ
の
他

認定1号 平成27年度国立市一般会計歳入歳出決算

閉会中の継続審査として、9月29日・30日・10月3日・4日の決算特別委員会へ付託された 継続審査

認定2号 平成27年度国立市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算

認定3号 平成27年度国立市下水道事業特別会計歳
入歳出決算

認定4号 平成27年度国立市介護保険特別会計歳入
歳出決算

認定5号 平成27年度国立市後期高齢者医療特別会
計歳入歳出決算

○：賛成　×：反対
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▶ 2015（平成27）年３月発表の基本計画素案から事業
手法、建物の高さ等を変更し、2017（平成29）年３
月に基本計画を策定する
▶ 基本コンセプトは「もっとくにたちが好きになる場
所」
▶ 建物は低層とし、１階に駐車場と民間施設、２階に
子育て支援施設と多目的ホール、屋上を広場にする
想定（左図は施設構成イメージ図）
▶ ＰＦＩ的方式により、ランニングコストを含め50年
間で平均8,990万円/年の支出になる試算
▶ 2018（平成30）年度中に設計に入り、2021（平成
33）年の施設オープンを目指す

９月議会での行政報告９月議会での行政報告
毎議会、本会議や委員会の場で、市当局から各種行政計画の進捗状況などについて報告され、議員から活発な質疑や意見が出されます。

国立駅南口に３階建の公共施設を計画しています
【国立駅南口複合公共施設整備基本計画（案）について（▶建設環境委員会）】

今年度内に公共施設総合管理計画をつくります
【公共施設マネジメントの進捗状況と市民アンケートの結果について（▶総務文教委員会）】

教育委員会の年次活動評価が報告されました
【平成27年度国立市教育委員会活動の点検・評価報告書について（▶総務文教委員会）】

認証保育所は黒字決算
【認証保育所運営法人の決算概要について（▶福祉保険委員会）】

第4回定例会に家庭ごみ有料化が条例提案されます
【家庭ごみ有料化の実施方針（案）について（▶建設環境委員会）】

▶ 2017（平成29）年９月からの有料化を目指し、12
月議会に条例改正案を提案する予定
▶ 可燃・不燃ごみ袋は１枚10円（５ℓ袋）～ 80円（40
ℓ袋）、容器包装プラスチック袋は半額
▶ 減免世帯には無料引換券を交付する

○収集頻度別の分別品目
週２回 可燃ごみ（２円/ℓ）
週１回 容器包装プラ（１円/ℓ）

事前申込：粗大ごみ、せん定枝
２週に１回 不燃ごみ（２円/ℓ）、小型家電、有害ごみ、

危険物、びん、缶、ペットボトル、ダンボー
ル、雑誌、雑紙、衣類

４週に１回 新聞紙、牛乳パック

▶ 公共施設の在り方審議会が発足し、総合管理計画（案）
について２月に最終答申の予定
▶ 公共施設の現状とこれからについての市民アンケー
トの概要は、市報9/20号に掲載
▶ 次年度以降の再編計画の策定に向けて公共施設マネ
ジメントに取り組んでいく

▶ 報告形態や評価方法については例年どおり
▶ Ｂ評価が多数を占めることから、一定の成果があげ
られたと評価
▶ 主な内容は、教育目標・基本方針の改正、総合教育
会議の開催、全学校体育館の非構造部材耐震対策完
了、新給食センター整備の庁内検討など

▶  認証保育所の事業承認時（2003年）に財政状況がＢ判
定だった事業所（さくらっこ保育所）の財務状況報告
▶ 近年、黒字経営が続いており、累積赤字が少しずつ
改善している
▶ このまま経営が安定していけば、平成31（2019）年
に認可保育園化する予定

Q. テナントに文教地区の制限はかかるか？
Ａ.ホテルやパチンコはできない
Q. 低層にすると収益性は低くなるのでは？　
Ａ.高層だと建設費が膨らみ、低層が妥当
Q. 民間施設はどんな業種を誘致するか？　
Ａ.公共機能と相乗効果のある施設
● 周辺の回遊を含め総合的に考え、ランニングコ
ストも意識して進めてほしい
● 民間施設や公共施設は、市内のまちづくり団体
の意見を聞いて進めてほしい
● 子育て支援だけでなく、高齢者への配慮もして
ほしい

Q. 有料化による１世帯あたりの家計負担がわかり
やすくならないか？

Ａ.モデル世帯を作成して周知していく
Q. ごみの減量がさらに必要ということか？
Ａ. 市民の努力により減少してきたが横ばいになっ
ている。更なる減量が求められている

Q. 収集の品目や曜日の変更の周知方法は？
Ａ.ごみ収集カレンダーを作成し全戸配布する

● 議会に条例提案する前に、有料化が決まったよ
うな市報を出したのは拙速すぎる
● 市報特集号で「有料化します」と言い切ったの
で、当事者意識が伝わった
● ごみ減量が目的なら、目標値を決めて袋を配布
する超過従量制を考えてほしい

● 各施設の活用と配置についての将来のビジョン
が必要
● アンケート結果は丁寧に分析して、データを生
かしてほしい

● 市民的関心を掘り起こし、市民的議論を巻き起
こす打ち出しをしてほしい

● 従来の行政評価との連動を意識して点検・評価
してほしい
● 縦軸と横軸の２次元評価や経年比較など、より
良い評価方法を工夫してほしい
● Ｃ評価が増えたが、学級経営がうまくいくよう、
授業がきちんと成り立つ環境の維持を要望する

Q. 次年度以降の報告はどのようになるのか？
Ａ. 29年度は決算報告、認可決定後、30年度は予
算の中で経営状況を報告する予定

Q.認可にあたり園庭はないが大丈夫か？
Ａ. 0～2才を対象に認可をするので、特段園庭を
設ける規定はない
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固
定
観
念
を
捨
て
る
事
務
改
革
で

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
！

自
由
民
主
党
・
明
政
会　
　

大
谷 

俊
樹  

議
員

Ｑ
．
各
部
署
の
事
務
量
は
把

握
で
き
て
い
る
の
か
。

Ａ
．
事
業
ご
と
の
人
件
費
コ

ス
ト
は
把
握
し
て
い
る
が
、

各
課
の
総
時
間
を
合
計
す
る

こ
と
は
行
っ
て
い
な
い
。

Ｑ
．
事
務
の
効
率
化
を
図
る

情
報
通
信
技
術
の
導
入
は
。

Ａ
．
平
成
26
・
27
年
度
で
導

入
し
た
庁
内
情
報
シ
ス
テ
ム

に
は
Ｅ
Ｕ
Ｃ
機
能
が
装
備
さ

れ
て
い
て
、
事
務
の
効
率
化

や
時
間
外
勤
務
の
短
縮
等
が

期
待
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

Ｑ
．
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
の
取
組
は
。

Ａ
．
５
年
前
に
比
べ
て
27
・

４
％
増
え
て
い
る
。
主
な
要
因

と
し
て
事
業
・
業
務
や
説
明

会
等
の
増
加
が
考
え
ら
れ
る
。

Ｑ
．
仕
事
の
総
体
量
を
把
握

し
な
い
と
効
率
化
を
図
っ
て

も
仕
事
量
が
増
え
て
し
ま
う
。

ス
ピ
ー
ド
と
質
を
上
げ
る
の

に
役
所
文
化
的
な
価
値
観
自

体
、
全
部
変
え
て
い
く
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

Ａ
．
そ
の
点
で
は
、
今
後
質

の
高
い
住
民
サ
ー
ビ
ス
、
政

策
立
案
等
受
け
身
の
職
員
で

は
市
民
の
皆
様
か
ら
満
足
を

頂
け
な
い
だ
ろ
う
。
市
長
の

ほ
う
か
ら
も
ビ
ル
ド
が
多
い
、

ス
ク
ラ
ッ
プ
が
少
な
い
と
言

う
事
を
厳
し
く
問
わ
れ
て
い

る
。
価
値
観
を
変
え
る
方
向

性
に
向
か
っ
て
努
力
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

他
、
道
路
整
備
事
業
、
商
業

振
興
、
南
部
地
域
に
つ
い
て

質
問
。

員

予
算
を
投
入
し
て
、
が
ん
・
糖
尿

病
の
対
策
に
力
を
入
れ
る
べ
き
！

み
ら
い
の
く
に
た
ち　
　

望
月 

健
一  

議
員

Ｑ
．
子
ど
も
の
貧
困
対
策
と

し
て
学
習
支
援
の
実
施
状
況
は
。

Ａ
．
生
活
保
護
世
帯
の
子
ど

も
を
対
象
に
７
月
よ
り
実
施
。

今
後
は
、
対
象
を
生
活
困
窮

世
帯
や
ひ
と
り
親
世
帯
に

徐
々
に
拡
大
し
て
い
き
た
い
。

Ｑ
．
離
婚
後
の
養
育
費
は
、

子
ど
も
の
大
切
な
権
利
。
養

育
費
・
面
会
交
流
の
施
策
は
。

Ａ
．
講
座
を
10
月
に
開
催
す

る
他
、
相
談
体
制
の
強
化
を

図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

Ｑ
．
繰
り
返
し
要
望
し
て
い

る
が
、
大
腸
が
ん
検
診
、
特

定
検
診
に
付
随
し
て
病
院
で

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
。

Ａ
．
検
討
対
象
と
し
て
い
く
。

Ｑ
．
糖
尿
病
重
症
化
予
防
対

策
の
取
り
組
み
状
況
を
問
う
。

Ａ
．
医
療
機
関
未
受
診
者
全

員
に
参
加
勧
奨
を
実
施
し
た
。

Ｑ
．
市
民
体
育
館
・
五
小
・

六
小
・
七
小
の
小
学
生
水
泳

教
室
の
実
施
状
況
を
問
う
。

Ａ
．
定
員
を
上
回
る
応
募
で
、

非
常
に
盛
況
で
あ
っ
た
。
各

学
校
と
連
携
し
、
さ
ら
に
広

げ
て
展
開
し
た
い
。

Ｑ
．
小
規
模
公
共
施
設
の
電

力
自
由
化
に
関
し
て
年
内
全

て
の
変
更
を
実
施
で
き
る
か
。

Ａ
．
年
内
中
を
目
標
に
や
っ

て
い
き
た
い
。

Ｑ
．
公
共
施
設
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
、

大
規
模
改
修
の
際
だ
け
で
な

く
、
他
の
面
か
ら
も
検
討
し

て
ほ
し
い
が
ど
う
か
。

Ａ
．
中
規
模
改
修
の
際
に
は
、

前
向
き
に
取
り
組
み
た
い
。

国
立
駅
周
辺
に
緑
の
歩
道
空
間
を

東
京
五
輪
へ
国
立
ら
し
い
取
組
を

新
し
い
議
会　
　

石
井 

め
ぐ
み  

議
員

Ｑ
．
旧
国
立
駅
舎
の
再
築
と

南
口
複
合
公
共
施
設
建
設
の

際
に
、
ま
ち
へ
の
回
遊
性
を

促
す
美
し
い
緑
の
歩
行
空
間

を
作
れ
な
い
か
。

Ａ
．
屋
上
緑
化
と
共
に
壁
面

を
後
退
さ
せ
、
市
民
が
憩
え

る
「
く
に
た
ち
広
場
」
を
演

出
す
る
な
ど
し
て
、
国
立
市

の
方
向
性
を
市
民
や
商
工
業

者
、
地
権
者
な
ど
に
も
示
し

て
い
き
た
い
。

Ｑ
．
世
界
で
活
躍
で
き
る
人

材
を
育
て
る
た
め
に
、
公
立

小
学
校
で
の
英
語
教
育
を
前

倒
し
で
強
化
で
き
な
い
か
。

Ａ
．
３
年
生
か
ら
の
先
行
実

施
に
向
け
て
検
討
を
し
て
お

り
、
現
在
は
Ａ
Ｌ
Ｔ
や
英
語

教
育
推
進
リ
ー
ダ
ー
を
配
置

し
て
各
校
で
の
工
夫
や
指
導

力
ア
ッ
プ
を
図
っ
て
い
る
。

Ｑ
．
２
０
２
０
年
五
輪
に
向

け
て
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
注

目
し
た
取
組
が
で
き
な
い
か
。

Ａ
．
東
京
都
障
害
者
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー
が
立
地
す
る
ま

ち
と
し
て
、
機
運
醸
成
や
啓

発
等
に
努
め
て
い
き
た
い
。

Ｑ
．
若
い
世
代
に
国
立
市
の

魅
力
を
伝
え
定
住
を
考
え
て

い
た
だ
き
た
い
が
、
市
外
に

国
立
市
を
Ｐ
Ｒ
す
る
た
め
に
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
も
っ
と
効

果
的
に
活
用
で
き
な
い
か
。

Ａ
．
市
民
や
民
間
団
体
な
ど

と
も
協
調
し
、
市
の
魅
力
を

発
進
す
る
特
設
ペ
ー
ジ
な
ど

を
設
け
た
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど

の
活
用
も
検
討
し
た
い
。

子
育
て
支
援
は
妊
娠
支
援
か
ら
！

新
し
い
議
会　
　

稗
田 

美
菜
子  

議
員

Ｑ
．
教
職
員
に
は
子
ど
も
と

向
き
あ
う
た
め
に
も
働
く
時

間
や
働
き
方
を
し
っ
か
り
と

把
握
し
、
見
直
す
機
会
や
時

間
が
必
要
で
あ
る
の
で
勤
務

状
況
の
把
握
や
健
康
管
理
は

市
が
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

い
く
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

Ａ
．
校
務
改
善
の
面
で
教
職

員
の
時
間
確
保
に
努
め
て
い
る
。

東
京
都
教
育
委
員
会
か
ら
校

務
改
善
の
表
彰
を
第
二
小
学

校
と
第
五
小
学
校
が
受
け
た
。

Ｑ
．
健
康
管
理
の
面
で
は
。

Ａ
．
具
体
的
な
取
り
組
み
は

ま
だ
な
い
の
で
検
討
す
る
。

Ｑ
．
基
礎
学
力
の
充
実
を
図

る
た
め
に
放
課
後
学
習
支
援

事
業
を
小
学
校
４
年
生
に
拡

大
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

Ａ
．
今
後
の
事
業
の
充
実
を

図
る
た
め
の
検
討
課
題
の
一

つ
と
し
て
い
く
。

Ｑ
．
妊
婦
検
診
の
チ
ケ
ッ
ト

に
つ
い
て
順
番
を
変
え
て
使

う
な
ど
柔
軟
に
使
え
る
か
。

Ａ
．
都
内
指
定
の
医
療
機
関

で
統
一
し
た
運
用
な
の
で
現
時

点
で
は
困
難
。
課
長
会
な
ど

の
場
で
意
見
を
出
し
て
い
く
。

Ｑ
．
子
育
て
環
境
の
充
実
の

面
か
ら
妊
婦
検
診
受
診
後
の

サ
ポ
ー
ト
は
ど
の
よ
う
に
し

て
い
る
の
か
。

Ａ
．
妊
娠
届
に
あ
る
調
査
票

で
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
電
話
相

談
な
ど
も
受
け
付
け
て
い
る
。

他
、
妊
娠
前
の
支
援
、
子
ど

も
総
合
相
談
窓
口
、
民
泊
の

制
度
設
計
な
ど
質
問
。

市
民
の
求
め
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
意
識
を

反
映
さ
せ
た
施
策
に
つ
い
て

自
由
民
主
党
・
明
政
会　
　

石
塚 

陽
一  

議
員

Ｑ
．
谷
保
と
泉
地
区
の
用
途

地
域
の
見
直
し
に
つ
い
て
問
う
。

Ａ
．
地
域
の
実
情
に
応
じ
た

課
題
に
対
応
し
、
基
盤
整
備

が
進
ん
で
い
る
地
域
は
優
先

的
に
対
応
す
る
。

Ｑ
．
国
立
市
の
危
機
管
理
は
。

Ａ
．
防
災
安
全
課
に
て
関
係

機
関
と
の
情
報
交
換
を
行
い

ス
ム
ー
ズ
に
対
応
す
る
。

Ｑ
．
東
二
丁
目
の
寄
贈
さ
れ

た
土
地
の
活
用
に
つ
い
て
問
う
。

Ａ
．
課
題
整
理
が
済
ん
だ
の

で
高
齢
者
用
の
小
規
模
多
機

能
型
介
護
事
業
所
を
作
る
。

Ｑ
．
大
学
通
り
の
自
転
車
レ

ー
ン
の
凹
凸
補
修
整
備
は
。

Ａ
．
都
の
事
務
所
と
折
衝
し

早
急
に
補
修
整
備
を
す
る
。

Ｑ
．
北
地
区
へ
交
番
設
置
は
。

Ａ
．
立
川
警
察
署
に
要
望
す

る
も
新
設
は
難
し
く
署
と
市

の
パ
ト
ロ
ー
ル
で
対
応
。

Ｑ
．
市
報
の
ご
み
の
有
料
化

に
つ
い
て
の
表
現
を
問
う
。

Ａ
．
市
の
決
意
と
し
て
ス
ト

レ
ー
ト
に
表
示
し
た
。

Ｑ
．
交
通
安
全
市
民
の
集
い
は
。

Ａ
．
市
民
の
集
い
も
含
め
啓

蒙
活
動
の
ツ
ー
ル
と
し
て
検
討
。

Ｑ
．
ノ
ノ
ワ
国
立
ウ
エ
ス
ト

の
出
店
に
伴
う
駅
周
辺
商
店

会
へ
の
影
響
に
つ
い
て
問
う
。

Ａ
．
客
は
増
え
て
い
る
も
の

の
売
上
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。

Ｑ
．
嘱
託
職
員
や
臨
時
職
員

の
処
遇
改
善
に
つ
い
て
問
う
。

Ａ
．
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
法

整
備
に
合
わ
せ
、
正
規
職
員
へ

の
登
用
へ
の
条
件
を
緩
和
。

商
業
振
興
の
為
の
補
助
金
制
度
の

見
直
し
新
設
を
！

自
由
民
主
党
・
明
政
会　
　

大
和 

祥
郎  

議
員

Ｑ
．
国
立
駅
南
口
複
合
公
共

施
設
整
備
基
本
計
画
（
案
）

の
三
階
建
イ
メ
ー
ジ
図
は
決

定
な
の
か
。

Ａ
．
低
層
階
を
ベ
ー
ス
に
29

年
度
、
30
年
度
の
事
業
者
か

ら
の
公
募
に
よ
り
最
も
適
し

た
事
業
手
法
を
検
討
す
る
。

Ｑ
．
旧
国
立
駅
舎
再
築
事
業

用
地
の
取
得
に
関
す
る
Ｊ
Ｒ

と
の
売
買
覚
書
を
い
つ
行
う
か
。

Ａ
．
平
成
28
年
度
内
に
締
結

で
き
る
よ
う
努
力
す
る
。

Ｑ
．
国
立
駅
北
口
駅
前
広
場

北
１
号
線
の
整
備
日
程
は
。

Ａ
．
29
年
度
か
ら
30
年
度
で

整
備
す
る
。

Ｑ
．
西
一
条
線
の
人
と
自
転

車
の
み
の
暫
定
利
用
は
何
時

か
ら
利
用
可
能
か
。

Ａ
．
改
修
工
事
を
行
い
９
月

末
の
利
用
開
始
と
す
る
。

Ｑ
．
複
数
の
商
店
街
が
共
同

で
行
う
行
事
へ
の
商
店
街
活

性
化
補
助
金
の
要
件
緩
和
と

商
店
街
の
枠
を
越
え
た
商
店

の
イ
ベ
ン
ト
事
業
補
助
金
の

新
設
検
討
が
で
き
な
い
か
。

Ａ
．
東
京
都
と
の
調
整
及
び

中
小
企
業
等
振
興
会
議
で
検

討
し
て
い
く
。

Ｑ
．
住
民
主
体
型
の
生
活
支

援
の
体
制
整
備
の
人
材
育
成

は
ど
う
考
え
る
か
。

Ａ
．
28
年
10
月
か
ら
第
１
期

国
立
市
シ
ニ
ア
カ
レ
ッ
ジ
研

修
を
実
施
す
る
。

他
、
生
活
支
援
の
担
い
手
を

養
成
す
る
簡
易
な
出
前
研
修

会
を
依
頼
し
た
。 員

デ
ザ
イ
ン
コ
ン
セ
プ
ト
を
作
ろ
う

新
し
い
議
会　
　

藤
江 

竜
三  

議
員

Ｑ
．
手
続
き
で
市
民
の
方
が

手
間
取
っ
た
事
例
を
集
積
し

業
務
改
善
を
で
き
な
い
か
。

Ａ
．
手
間
を
か
け
た
事
例
を

庁
内
で
共
有
し
改
善
に
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
。

Ｑ
．
国
立
市
の
デ
ザ
イ
ン
コ

ン
セ
プ
ト
を
明
確
に
作
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

Ａ
．
良
好
な
街
並
み
形
成
を

誘
導
し
た
い
。

Ｑ
．
デ
ザ
イ
ン
コ
ン
セ
プ
ト

を
公
共
施
設
等
に
反
映
さ
せ

て
建
て
た
ほ
う
が
良
い
の
で

は
な
い
か
。

Ａ
．
今
後
の
課
題
だ
が
、
統

一
的
な
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
こ

と
も
考
え
な
が
ら
公
共
建
築

に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

Ｑ
．
デ
ザ
イ
ン
は
専
門
の
学

校
や
大
学
を
出
て
行
う
立
派

な
技
能
だ
が
、
デ
ザ
イ
ン
は

無
償
で
よ
い
の
か
。

Ａ
．
全
部
無
償
を
前
提
に
は

考
え
て
い
な
い
。

Ｑ
．
小
学
校
開
放
の
団
体
利

用
に
施
設
予
約
シ
ス
テ
ム
を

導
入
で
き
な
い
か
。

Ａ
．
今
後
は
可
能
性
と
し
て

は
あ
り
得
る
が
、
現
在
す
ぐ

に
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

Ｑ
．
試
行
期
間
終
了
目
前
の

乗
客
数
が
少
な
い
く
に
っ
こ

ミ
ニ
は
休
止
に
す
る
の
か
廃

止
に
す
る
の
か
。

Ａ
．
１
年
間
休
止
の
手
続
き

を
行
い
、
そ
の
後
必
要
な
い

と
判
断
し
た
場
合
は
、
バ
ス

停
及
び
ル
ー
ト
の
廃
止
の
手

続
き
と
な
る
。

QQA＆一般質問一般質問    要旨・発言順要旨・発言順

　一般質問とは、議員が市政全般にわたり、執行機関に
対し、事務の状況及び将来に対する方針等について所信
を質し、あるいは報告を求め、また疑問を質すことを言
います。
　一般質問（要旨）につきましては、各議員本人がまと
めたものをもとに掲載しております。

これまでの会議録は、国立市議会ホームページで、閲覧・
検索ができます。動画もご覧になれます。

国立市議会　会議録 検索
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事
業
領
域
を
Ｍ
Ｅ
Ｃ
Ｅ
に
！

モ
レ
・
ダ
ブ
リ
な
く
効
果
的
に

新
し
い
議
会　
　

渡
辺 

大
祐  

議
員

Ｑ
．
市
が
行
っ
て
い
る
事
業

に
対
す
る
政
策
経
営
課
評
価
、

事
務
事
業
評
価
委
員
会
の
指

摘
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
活

か
さ
れ
て
い
る
か
。

Ａ
．
改
善
・
改
革
の
方
向
性

を
ま
と
め
た
の
で
、
近
く
公

表
す
る
。

Ｑ
．
平
成
27
年
度
の
事
務
事

業
評
価
委
員
会
で
取
り
上
げ

ら
れ
た
事
業
か
ら
抽
出
し
て

事
業
ご
と
に
質
問
す
る
。
ふ

れ
あ
い
牛
乳
支
給
事
業
に
つ

い
て
は
事
業
統
合
が
提
案
さ

れ
て
い
る
。
私
の
見
解
で
は

事
業
領
域
を
俯
瞰
す
る
と
他

事
業
と
の
重
複
が
見
ら
れ
る

こ
と
が
一
因
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｍ
Ｅ
Ｃ
Ｅ
に
検
討
を
し
、
今

後
の
効
果
的
な
運
営
に
活
か

せ
な
い
か
。

Ａ
．
他
事
業
と
の
連
携
や
統

合
の
検
討
は
指
摘
と
し
て
受

け
て
い
る
。
重
複
し
て
い
る

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
整
理
や
他

の
サ
ー
ビ
ス
と
の
連
携
も
必

要
と
考
え
て
い
る
。

Ｑ
．
〝
事
業
の
周
知
〞
と
は
、

市
報
や
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
す
る
だ

け
の
安
易
な
も
の
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
当
該
事
業
の

対
象
者
や
コ
ン
セ
プ
ト
を
明

確
に
し
な
が
ら
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
の
発
想
を
も
ち
行
な
う

べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

Ａ
．
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
応

え
る
形
で
見
直
し
を
図
っ
て

い
く
。

他
、
主
権
者
教
育
に
つ
い
て

質
問
。

ご
み
有
料
化
の
前
に
ご
み
減
量
化

の
実
質
的
な
計
画
を
！

日
本
共
産
党　
　

住
友 

珠
美  

議
員

Ｑ
．
ご
み
減
量
を
図
る
う
え

で
可
燃
ご
み
中
の
紙
ご
み
の

分
別
徹
底
や
プ
ラ
ご
み
の
３

Ｒ
が
有
効
な
ど
と
あ
る
が
、

具
体
的
な
方
法
は
取
ら
れ
て

い
る
の
か
。

Ａ
．
生
ご
み
の
た
い
肥
化
や

水
切
り
徹
底
、
余
分
な
プ
ラ

ご
み
は
受
け
取
ら
な
い
な
ど
、

消
費
ス
タ
イ
ル
の
変
更
も
進

め
て
い
き
た
い
。

Ｑ
．
ご
み
有
料
化
に
か
か
わ

ら
ず
「
キ
エ
ー
ロ
」
の
普
及

は
環
境
負
荷
の
低
減
に
寄
与

す
る
た
め
、
補
助
率
を
引
き

上
げ
る
べ
き
だ
が
ど
う
か
。

Ａ
．
補
助
率
を
上
げ
て
普
及

促
進
を
図
る
こ
と
は
今
後
検

討
し
て
い
き
た
い
。

Ｑ
．
学
童
保
育
所
の
面
積
基

準
定
員
を
み
る
と
、
４
施
設

は
超
過
し
て
い
る
が
、
実
際

に
は
キ
ツ
イ
と
い
っ
た
現
場

か
ら
の
声
は
あ
る
の
か
。

Ａ
．
施
設
に
よ
っ
て
違
う
が
、

平
日
の
児
童
登
所
率
は
75
％

前
後
で
あ
り
超
過
し
て
い
る

状
況
と
い
う
の
は
な
い
。

Ｑ
．
文
教
都
市
と
し
て
、
国

立
市
独
自
の
奨
学
金
制
度
を

作
る
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

Ａ
．
か
つ
て
国
立
市
で
も
貸

付
型
の
奨
学
金
制
度
を
行
っ

て
い
た
が
、
著
し
く
利
用
者

が
少
な
か
っ
た
為
、
平
成
10

年
度
か
ら
廃
止
し
た
経
緯
が

あ
る
。
ま
た
国
や
都
が
給
付

型
の
奨
学
金
を
検
討
し
て
い

る
の
で
注
視
し
て
い
き
た
い
。

他
、
認
知
症
施
策
を
質
問
。

子
供
た
ち
に
ま
ち
を
知
り
、
愛
し

誇
れ
る
学
習
は
で
き
て
い
る
か

自
由
民
主
党
・
明
政
会　
　

青
木 

健  

議
員

Ｑ
．
国
立
市
の
成
り
立
ち
の

学
習
状
況
は
。

Ａ
．
小
学
校
３
・
４
年
生
の

社
会
科
の
副
読
本
「
わ
た
し

た
ち
の
国
立
」
の
「
昔
さ
が

し
」の
項
目
で
学
習
し
て
い
る
。

Ｑ
．
近
現
代
史
や
大
学
通
り

の
桜
植
樹
の
経
緯
な
ど
を
副

読
本
に
記
載
し
詳
し
く
教
え

ら
れ
な
い
か
。

Ａ
．
歴
史
の
部
分
や
ご
指
摘

の
部
分
も
含
め
て
、
次
の
副

読
本
を
作
成
す
る
際
に
、
学

校
長
、
学
校
現
場
の
教
員
の

参
加
を
得
て
検
討
し
た
い
。

Ｑ
．
屋
内
体
育
へ
の
影
響
や

避
難
場
所
と
な
る
小
中
学
校

体
育
館
の
エ
ア
コ
ン
整
備
は
。

Ａ
．
今
、
各
市
は
都
補
助
で

特
別
教
室
の
冷
房
化
に
取
り

組
ん
で
い
る
。
各
市
の
整
備

の
終
了
後
に
は
補
助
金
を
厚

く
し
対
応
で
き
る
よ
う
市
長

会
、
教
育
長
会
を
通
じ
て
要

望
し
て
い
き
た
い
。

Ｑ
．
エ
ア
コ
ン
設
置
に
つ
い

て
東
京
都
の
総
合
交
付
金
を

活
用
で
き
な
い
か
。

Ａ
．
体
育
館
へ
の
エ
ア
コ
ン

設
置
は
普
通
建
設
事
業
と
な

る
の
で
総
合
交
付
金
の
対
象

事
業
と
な
る
。

他
、
甲
州
街
道
片
側
１
車
線

化
の
進
捗
状
況
、
都
市
計
画

道
路
３
・
３
・
15
号
線
の
甲

州
街
道
以
北
へ
の
延
伸
、
Ｊ

Ｒ
南
武
線
の
高
架
化
、
谷
保

駅
・
矢
川
駅
南
口
の
整
備
、

未
就
園
児
自
宅
保
育
給
付
金

の
創
設
に
つ
い
て
質
問
。

家
庭
ご
み
有
料
化
に
つ
い
て

市
の
考
え
を
問
う

社
民
党　
　

藤
田 

貴
裕  

議
員

Ｑ
．
家
庭
ご
み
有
料
化
の
意

見
交
換
会
で
出
さ
れ
た
意
見

に
、
市
は
ど
の
様
な
方
策
を

講
じ
る
の
か
。

Ａ
．
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
清
掃
ご

み
や
剪
定
枝
の
無
料
収
集
、

不
法
投
棄
対
策
、
紙
お
む
つ

の
免
除
な
ど
、
丁
寧
な
対
応

策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
感
じ
て
い
る
。
ご
み
を

ど
う
分
別
す
れ
ば
良
い
か
分

か
り
に
く
い
と
の
指
摘
に
は
、

訪
問
説
明
な
ど
周
知
の
充
実

を
し
て
い
き
た
い
。

Ｑ
．
具
体
的
な
不
法
投
棄
対

策
は
何
か
。

Ａ
．
警
告
看
板
の
設
置
、
パ

ト
ロ
ー
ル
の
強
化
、
市
民
に

よ
る
通
報
制
度
の
ほ
か
、
不

法
投
棄
し
に
く
い
環
境
づ
く

り
を
講
じ
て
い
く
考
え
だ
。

Ｑ
．
個
別
収
集
は
ど
の
様
な

場
合
に
行
う
の
か
。

Ａ
．
不
法
投
棄
や
不
適
正
な

排
出
が
多
く
衛
生
的
な
管
理

が
難
し
い
時
や
高
齢
化
に
よ

る
ご
み
出
し
が
困
難
な
場
合

な
ど
実
情
に
応
じ
て
対
応
し

た
い
。

Ｑ
．
大
型
店
に
容
器
包
装
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
を
返
せ
る

よ
う
に
回
収
ボ
ッ
ク
ス
の
設

置
を
要
請
で
き
な
い
か
。

Ａ
．
拡
大
生
産
者
責
任
の
考

え
方
の
中
で
重
要
な
の
で
お

願
い
し
て
い
き
た
い
。

Ｑ
．
有
料
化
で
得
た
手
数
料

の
使
い
道
は
何
か
。

Ａ
．
現
在
12
億
円
か
か
っ
て

い
る
清
掃
費
に
充
当
す
る
。

実
情
に
即
し
た
子
育
て
支
援
を

き
め
細
や
か
な
在
宅
療
養
支
援
を

自
由
民
主
党
・
明
政
会　
　

髙
柳 

貴
美
代  

議
員

Ｑ
．
祖
父
母
が
は
た
ら
く
両

親
を
助
け
、
子
（
孫
）
育
て

支
援
す
る
際
に
世
代
間
の
ギ

ャ
ッ
プ
を
埋
め
相
互
理
解
を

深
め
、
豊
か
な
愛
情
の
元
で

健
や
か
な
る
子
育
ち
に
貢
献

す
べ
く
「
孫
育
て
講
座
」
を

実
現
で
き
な
い
か
。

Ａ
．
健
康
福
祉
部
と
子
ど
も

家
庭
部
で
相
談
し
な
が
ら
研

究
し
て
参
り
た
い
。

Ｑ
．
介
護
離
職
を
防
ぐ
た
め

に
市
が
で
き
る
こ
と
は
な
に
か
。

Ａ
．
介
護
保
険
事
業
所
の
実

地
指
導
や
事
業
者
連
絡
会
な

ど
を
通
じ
て
連
携
を
図
り
ケ

ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
保
険
外

サ
ー
ビ
ス
や
他
の
制
度
の
十

分
な
情
報
を
入
手
し
計
画
に

活
か
し
て
頂
け
る
よ
う
働
き

か
け
て
い
く
。

Ｑ
．
在
宅
療
養
の
際
の
患

者
・
家
族
・
医
療
介
護
ス
タ

ッ
フ
間
で
チ
ー
ム
と
し
て
情

報
共
有
す
る
方
法
を
問
う
。

Ａ
．
「
Ｗ
Ｅ
Ｂ
生
き
活
き
ノ

ー
ト
」
を
開
発
し
現
在
15
名

の
方
が
利
用
。
国
立
市
医
師

会
在
宅
医
療
検
討
会
で
も
Ｉ

Ｃ
Ｔ
の
情
報
共
有
ツ
ー
ル
２

種
類
を
試
行
的
に
か
か
り
つ

け
医
が
活
用
し
検
証
。
市
も

こ
の
進
捗
を
把
握
し
て
い
く
。

Ｑ
．
都
市
計
画
道
路
３
・
４
・

14
号
線
一
橋
大
学
西
側
の
今
後

の
整
備
方
針
を
問
う
。

Ａ
．
路
側
帯
拡
幅
に
つ
い
て

歩
行
空
間
確
保
の
道
路
上
の

東
電
柱
及
び
Ｎ
Ｔ
Ｔ
柱
の
道

路
外
移
設
を
含
め
検
討
す
る
。

議
員

高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
の
た
め
に

認
知
症
の
早
期
発
見
早
期
治
療
を

公
明
党　
　

小
口 

俊
明  

議
員

Ｑ
．
認
知
症
の
早
期
発
見
・

早
期
治
療
に
向
け
て
、
生
活

機
能
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す

る
と
の
こ
と
だ
っ
た
が
結
果
は
。

Ａ
．
75
歳
以
上
の
約
５
千
人

に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
送
付
し

３
千
693
人
か
ら
回
答
が
あ
っ
た
。

認
知
機
能
低
下
リ
ス
ク
が
高

い
方
は
約
５
・
５
％
で
あ
っ
た
。

Ｑ
．
複
式
簿
記
・
発
生
主
義

会
計
導
入
に
向
け
て
、
固
定

資
産
台
帳
整
備
の
進
捗
は
。

Ａ
．
平
成
27
年
末
段
階
の
台

帳
整
備
が
完
了
し
た
。

Ｑ
．
国
立
市
の
固
定
資
産
合

計
は
い
く
ら
と
算
出
さ
れ
た
か
。

Ａ
．
790
億
円
と
な
っ
た
。

Ｑ
．
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ
ゴ
ン

谷
保
ル
ー
ト
が
検
討
さ
れ
て

い
る
が
そ
の
進
捗
は
。

Ａ
．
10
月
か
ら
３
ヶ
月
程
度

を
考
え
て
い
る
。
三
中
コ
ー

ス
は
矢
川
駅
発
着
で
三
中
西

側
を
往
復
し
月
水
金
３
日
間
。

天
神
下
コ
ー
ス
は
火
木
土
３

日
間
で
い
ず
れ
も
１
日
５
便
。

Ｑ
．
旧
国
立
駅
舎
再
築
事
業

に
お
け
る
土
地
取
得
の
進
捗
は
。

Ａ
．
土
地
収
用
法
の
事
業
認

定
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
用

地
問
題
の
解
決
が
図
ら
れ
る

可
能
性
が
高
ま
っ
た
。

Ｑ
．
旧
国
立
駅
舎
再
築
事
業

に
は
一
般
財
源
は
使
わ
な
い

方
針
だ
が
、
現
在
の
状
況
は
。

Ａ
．
一
般
財
源
を
使
わ
ず
進

め
て
い
く
見
通
し
で
あ
る
。

他
、
国
立
駅
南
口
複
合
公
共

施
設
整
備
基
本
計
画
に
つ
い

て
質
問
。

家
庭
ご
み
有
料
化
に
む
け

市
民
に
寄
り
添
っ
た
施
策
を

公
明
党　
　

青
木 

淳
子  

議
員

Ｑ
．
家
庭
ご
み
有
料
化
の
際

に
、
ご
み
出
し
カ
レ
ン
ダ
ー
と

分
別
表
は
全
戸
配
布
す
る
の
か
。

Ａ
．
ご
み
出
し
カ
レ
ン
ダ
ー

と
分
別
出
し
方
表
を
一
体
型

に
す
る
か
検
討
中
。
全
戸
配

布
す
る
予
定
。

Ｑ
．
新
転
入
者
に
、
ご
み
出

し
カ
レ
ン
ダ
ー
と
指
定
袋
サ
ン

プ
ル
を
配
布
し
て
は
ど
う
か
。

Ａ
．
平
成
29
年
度
以
降
の
説

明
会
参
加
者
に
サ
ン
プ
ル
袋

を
配
布
予
定
。
転
入
者
に
サ

ン
プ
ル
袋
配
布
も
検
討
す
る
。

Ｑ
．
ご
み
減
量
協
力
店
を
市

報
に
掲
載
し
て
は
ど
う
か
。

Ａ
．
現
在
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

上
の
み
。
紙
面
の
都
合
を
考

慮
し
、
協
力
店
か
ら
紹
介
し

て
い
き
た
い
。

Ｑ
．
食
品
ロ
ス
削
減
の
た
め

の
食
べ
き
り
運
動
を
飲
食
店

に
協
力
要
請
で
き
な
い
か
。

Ａ
．
メ
ニ
ュ
ー
の
工
夫
や
持

ち
帰
り
対
応
な
ど
協
力
店
を

認
定
す
る
制
度
を
検
討
す
る
。

Ｑ
．
市
内
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
の
特
色
を
記
載
し
た
資

料
を
作
成
で
き
な
い
か
。

Ａ
．
効
率
的
な
情
報
収
集
方

法
と
共
に
検
討
す
る
。

Ｑ
．
児
童
館
活
用
を
問
う
。

Ａ
．
子
ど
も
や
子
育
て
世
代

の
安
心
の
居
場
所
を
目
指
し

利
用
拡
大
の
た
め
子
育
て
ア

プ
リ
に
掲
載
す
る
。
利
用
し

や
す
い
ネ
ー
ミ
ン
グ
も
検
討

す
る
。

他
、
長
期
休
暇
中
の
子
ど
も

の
居
場
所
に
つ
い
て
質
問
。

拙
速
に
施
策
を
始
め
る
佐
藤
市
政

市
民
意
見
を
先
に
聞
く
べ
き

緑
と
自
由
の
風　
　

関
口 

博  

議
員

Ｑ
．
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、

ト
ラ
ブ
ル
続
き
で
信
頼
が
出

来
な
い
。
自
治
体
は
、
制
度

を
推
進
す
る
よ
う
な
政
策
は

控
え
る
べ
き
。
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
申
請
は
任
意
で
あ

る
こ
と
を
広
報
す
べ
き
で
は
。

Ａ
．
必
要
な
情
報
は
、
お
知

ら
せ
し
対
応
は
し
っ
か
り
す
る
。

Ｑ
．
裁
判
を
受
け
る
権
利
を

奪
い
、
議
会
の
債
権
放
棄
議

決
を
無
視
し
て
ま
で
、
佐
藤

市
長
が
上
原
元
市
長
に
賠
償

請
求
を
続
け
る
理
由
は
何
か
。

Ａ
．
【
市
長
】
請
求
権
を
市

が
行
使
す
る
こ
と
を
明
示
し

て
選
挙
戦
を
行
い
、
そ
の
こ
と

を
私
は
行
使
し
た
の
に
過
ぎ

な
い
。
当
選
後
、
初
登
庁
時
、

庁
議
で
控
訴
取
下
げ
を
明
言
。

Ｑ
．
控
訴
理
由
も
検
討
せ
ず

に
控
訴
を
取
り
下
げ
た
こ
と

が
判
明
。
上
原
氏
に
対
す
る

債
権
放
棄
を
早
く
執
行
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
ご
み
有
料
化
、

庁
舎
駐
車
場
の
有
料
化
を
進

め
る
過
程
が
不
透
明
で
あ
る
。

意
思
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
は
。

Ａ
．
ご
み
の
有
料
化
は
今
年

４
月
27
日
の
庁
議
で
決
定
し

た
。
庁
舎
駐
車
場
有
料
化
は
、

平
成
26
年
２
月
の
財
政
健
全

化
の
取
り
組
み
に
あ
る
。

他
、
佐
藤
市
長
は
、
ご
み
の

有
料
化
、
庁
舎
駐
車
場
有
料

化
を
公
約
に
も
、
施
政
方
針

に
も
挙
げ
て
い
な
い
。
政
策

決
定
は
、
市
民
意
見
を
聞
き

な
が
ら
も
っ
と
丁
寧
に
や
る

べ
き
と
求
め
た
。
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家
庭
ご
み
有
料
化
へ
戸
別
収
集
の

メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
は

自
由
民
主
党
・
明
政
会　
　

石
井 

伸
之  

議
員

Ｑ
．
胃
が
ん
予
防
に
向
け
た

ハ
イ
リ
ス
ク
検
診
（
Ａ
Ｂ
Ｃ

検
診
）
の
補
助
制
度
実
施
を
。

Ａ
．
が
ん
対
策
ア
ク
シ
ョ
ン

プ
ラ
ン
策
定
に
向
け
、
胃
が

ん
検
診
を
補
完
す
る
検
診
と

し
て
具
体
的
に
検
討
す
る
。

Ｑ
．
胃
が
ん
防
止
に
向
け
た
、

ハ
イ
リ
ス
ク
検
診
推
進
に
つ

い
て
市
長
の
認
識
を
問
う
。

Ａ
．
【
市
長
】が
ん
検
診
の
造

詣
の
深
さ
に
対
し
敬
意
を
表

す
。
先
進
市
の
事
例
に
学
び
、

医
師
会
や
担
当
と
協
議
す
る
。

Ｑ
．
ご
み
有
料
化
へ
戸
別
収

集
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
は
。

Ａ
．
戸
別
収
集
の
メ
リ
ッ
ト

は
①
排
出
者
の
明
確
化
②
美

観
が
保
持
さ
れ
る
③
設
置
場

所
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
の
解

消
④
不
法
投
棄
対
策
に
有
効
。

デ
メ
リ
ッ
ト
は
①
収
集
経
費

の
増
大
②
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
へ
の
貢
献
が
無
く
な
る
。

Ｑ
．
戸
別
収
集
を
求
め
る
市

民
の
声
に
対
し
て
の
対
応
は
。

Ａ
．
戸
別
収
集
を
求
め
る
声

に
対
し
、
き
め
細
か
な
対
応
を

す
る
と
共
に
市
報
等
で
周
知
。

Ｑ
．
谷
保
駅
①
エ
レ
ベ
ー
タ

ー
使
用
開
始
②
快
速
列
車
停

車
に
向
け
Ｊ
Ｒ
へ
働
き
掛
け
は
。

Ａ
．
①
10
月
末
に
使
用
開
始

②
快
速
列
車
停
車
に
向
け
て

市
民
要
望
を
Ｊ
Ｒ
へ
伝
え
る
。

他
、
自
己
申
告
票
を
根
本
か

ら
見
直
す
為
の
人
材
育
成
基

本
方
針
見
直
し
時
期
、
市
役

所
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
に
向

け
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
を
質
問
。

員員

在
宅
介
護
の
限
界
を
埋
め
る
施
策
・

ご
み
有
料
化
よ
り
分
別
施
策
を

日
本
共
産
党　
　

尾
張 

美
也
子  

議
員

Ｑ
．
65
歳
以
上
の
19
％
は
独

居
。
介
護
の
課
題
を
問
う
。

Ａ
．
独
居
に
は
定
期
巡
回
型

介
護
を
利
用
し
て
い
た
だ
く
。

Ｑ
．
利
用
し
て
い
る
人
数
は
。

Ａ
．
計
10
人
で
独
居
は
４
人
。

Ｑ
．
食
事
介
助
を
要
す
る
重

度
者
に
は
対
応
で
き
な
い
制
度
。

全
て
に
在
宅
介
護
と
す
る
に
は

市
独
自
の
制
度
等
必
要
だ
。

Ａ
．
問
題
を
把
握
し
検
討
す
る
。

Ｑ
．
認
知
症
を
地
域
で
支
え

る
仕
組
み
作
り
を
問
う
。

Ａ
．
ひ
と
り
歩
き
迷
い
人
の

探
索
模
擬
訓
練
を
行
う
。

Ｑ
．
定
年
後
の
地
域
デ
ビ
ュ

ー
講
座
等
、
地
域
活
動
支
援
を
。

Ａ
．
情
報
提
供
な
ど
支
援
す
る
。

Ｑ
．
ご
み
有
料
化
に
関
し
て

市
長
は
27
年
２
定
で
庁
内
合

意
の
前
に
市
民
と
話
す
と
答

弁
し
た
。
先
に
庁
内
決
定
し

た
の
は
答
弁
に
反
す
る
の
で
は
。

Ａ
．
庁
内
合
意
の
上
で
市
民

の
意
見
を
聞
く
ス
タ
ン
ス
だ
。

Ｑ
．
有
料
化
の
是
非
を
市
民

に
問
い
、
有
料
化
せ
ず
分
別
徹

底
で
減
量
し
た
横
浜
や
葉
山
、

上
勝
、
志
布
志
な
ど
参
考
に
分

別
施
策
の
徹
底
を
す
べ
き
。

Ａ
．
参
考
に
し
て
い
き
た
い
。

Ｑ
．
東
地
域
を
通
る
く
に
っ

こ
ミ
ニ
を
谷
保
駅
経
由
に
。

Ａ
．
10
月
か
ら
谷
保
駅
ロ
ー

タ
リ
ー
を
経
由
す
る
。

Ｑ
．
保
育
園
民
営
化
は
在
園

児
の
負
担
増
か
ら
も
子
供
の

最
善
の
利
益
で
は
な
い
が
。

Ａ
．
財
政
健
全
化
に
よ
り
他

の
子
育
て
支
援
に
回
せ
る
。

４
つ
の
視
点
で
行
政
チ
ェ
ッ
ク

緑
と
自
由
の
風　
　

重
松 

朋
宏  

議
員

Ｑ
．「
横
並
び
脱
却
」「
実
効
性

の
検
証
」「
市
民
自
治
」「
責
任

明
確
化
」
の
視
点
か
ら
問
う
。

家
庭
ご
み
有
料
化
の
後
、
継

続
的
な
減
量
策
は
あ
る
か
。

Ａ
．
５
Ｒ
を
推
進
し
、
循
環

型
社
会
形
成
に
努
め
る
。

Ｑ
．
具
体
策
も
実
効
性
の
検

証
も
な
い
。
審
議
会
に
丸
投

げ
せ
ず
、
政
治
判
断
す
べ
き
。

Ａ
．
行
政
の
継
続
か
ら
、
有

料
化
は
避
け
て
通
れ
な
い
。

Ｑ
．
保
育
園
民
営
化
の
①
メ

リ
ッ
ト
、
②
デ
メ
リ
ッ
ト
は
。

Ａ
．
①
国
・
都
補
助
金
と
、

保
育
士
の
活
用
。
②
経
営
母

体
や
保
育
士
が
変
わ
る
不
安
。

Ｑ
．
そ
れ
だ
け
か
。
決
定
を

急
ぐ
必
要
は
な
い
。
仕
切
り

直
し
て
具
体
的
に
検
証
せ
よ
。

Ａ
．
４
、
５
年
の
タ
ー
ム
で
、

子
ど
も
、
保
護
者
、
保
育
士
、

経
営
者
の
こ
と
を
考
え
た
い
。

Ｑ
．
市
長
会
の
会
議
で
都
知

事
選
の
特
定
候
補
支
援
を
検

討
し
た
と
の
報
道
が
あ
る
が
、

政
治
的
活
動
に
公
費
を
使
う

の
は｢
不
適
切｣
で
は
な
い
か
。

Ａ
．
【
市
長
】
市
長
会
で
は

な
く
、
関
心
あ
る
市
長
が
残
っ

た
。
自
分
の
政
治
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
合
う
人
を
応
援
す
る

こ
と
は
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
。

他
、
市
民
の
安
全
な
生
活
環

境
に
つ
い
て
質
問
。
不
慮
の

事
故
や
ケ
ガ
な
ど
の
実
態
分

析
を
質
し
、
体
感
治
安
を
理

由
に
し
た
防
犯
条
例
よ
り
も
、

具
体
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
く

予
防
の
取
り
組
み
を
求
め
た
。

保
護
者
の
声
に
耳
を
傾
け
ぬ

民
営
化
の
強
行
は
許
さ
れ
な
い
！

こ
ぶ
し
の
木　
　

上
村 

和
子  

議
員

Ｑ
．
６
月
議
会
で
、
東
京
都

多
摩
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
は
災
害
時
に
は
帰
宅
困

難
者
の
一
時
避
難
所
に
指
定

さ
れ
て
い
る
が
、
福
祉
避
難
所

に
と
要
請
を
す
る
べ
き
と
質

問
。
そ
の
後
の
進
捗
状
況
は
。

Ａ
．
３
回
、
都
に
要
請
。
一

時
避
難
所
は
３
日
間
な
の
で

４
日
目
以
降
は
対
応
可
能
で

は
と
の
回
答
を
得
た
。
引
き

続
き
交
渉
を
続
け
る
。

Ｑ
．
公
立
保
育
園
の
民
営
化

は
い
つ
決
ま
っ
た
の
か
。

Ａ
．
財
政
健
全
化
実
施
細
目

に
基
づ
き
、
'15 
年
12
月
14
日

開
催
の
行
財
政
健
全
化
推
進

本
部
で
庁
内
合
意
し
保
育
審

議
会
に
諮
問
し
た
。

Ｑ
．
諮
問
の
前
に
民
営
化
の

庁
内
合
意
が
な
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
今
の
今
ま
で
園
長
、

保
育
士
と
共
有
さ
れ
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
。

Ａ
．
情
報
は
共
有
さ
れ
て
い
た
。

Ｑ
．
民
営
化
に
つ
い
て
は
保

育
審
議
会
に
諮
問
の
上
検
討

す
る
と
保
問
連
に
答
え
て
い

た
こ
と
と
違
う
の
で
は
。

Ａ
．
財
政
健
全
化
の
取
り
組
み
。

Ｑ
．
公
立
保
育
園
４
園
の
保

護
者
会
長
名
で
出
さ
れ
た

「
12
月
に
民
営
化
選
定
園
を

決
め
る
の
は
拙
速
」
と
の
要

望
書
を
設
置
責
任
者
と
し
て

真
摯
に
受
け
と
め
る
べ
き
。

Ａ
．
対
話
は
十
分
に
行
う
が

タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
あ
る
。

他
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
施
策
、
嘱
託

職
員
ア
ン
ケ
ー
ト
を
質
問
。

９
階
建
て
ビ
ル
の
見
直
し
、

自
転
車
レ
ー
ン
の
改
修
な
ど
実
現
を

日
本
共
産
党　
　

高
原 

幸
雄  

議
員

Ｑ
．
国
立
駅
周
辺
ま
ち
づ
く

り
に
つ
い
て
①
９
階
建
て
マ

ン
シ
ョ
ン
計
画
の
抜
本
的
見

直
し
が
必
要
で
は
②
旧
国
立

駅
舎
復
原
後
の
活
用
は
市
民

の
声
を
十
分
生
か
し
て
行
う

べ
き
③
大
学
通
り
自
転
車
レ

ー
ン
の
安
全
対
策
を
進
め
る

べ
き
④
東
地
域
の
自
転
車
駐

車
場
の
確
保
を
す
べ
き
で
は

な
い
か
問
う
。

Ａ
．
①
９
階
建
て
マ
ン
シ
ョ

ン
計
画
は
３
階
建
て
に
計
画

を
変
更
し
、
屋
上
緑
化
を
進

め
る
。
駐
車
場
・
駐
輪
場
、

民
間
施
設
、
子
育
て
支
援
施

設
、
多
目
的
ホ
ー
ル
を
位
置

づ
け
た
。
図
書
館
は
新
た
に

設
置
せ
ず
、
図
書
機
能
と
し

て
整
備
す
る
。
②
旧
国
立
駅

舎
は
国
立
市
指
定
有
形
文
化

財
と
し
て
再
築
し
、
多
目
的

ス
ペ
ー
ス
、
展
示
ス
ペ
ー
ス
、

観
光
案
内
と
位
置
づ
け
整
備

す
る
。
③
市
職
員
が
調
査
し
、

都
の
北
多
摩
北
部
建
設
事
務

所
も
確
認
し
、
近
日
中
に
補

修
を
行
う
回
答
が
あ
っ
た
。

④
自
転
車
駐
輪
場
確
保
に
つ

い
て
、
審
議
会
で
検
討
を
行

っ
て
い
く
。

Ｑ
．
市
民
の
暮
ら
し
と
中
小

企
業
者
の
営
業
を
守
る
商
工

振
興
に
つ
い
て
問
う
。

Ａ
．
ｎ
ｏ
ｎ
ｏ
ｗ
ａ
国
立
の

影
響
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
か

っ
た
。

Ｑ
．
給
食
セ
ン
タ
ー
の
建
て

替
え
は
ど
う
な
る
の
か
。

Ａ
．
用
地
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。

安
心
安
全
な
生
活

特
殊
詐
欺
対
策
に
自
動
録
音
機
を

自
由
民
主
党
・
明
政
会　
　

遠
藤 

直
弘  

議
員

Ｑ
．
市
内
で
の
特
殊
詐
欺
被

害
の
実
態
把
握
は
し
て
い
る
か
。

Ａ
．
１
月
に
３
千
万
円
を
騙

し
取
ら
れ
る
事
件
が
あ
っ
た
。

26
年
は
11
件
、
約
３
千
500
万

円
。
昨
年
は
16
件
、
約
４
千

500
万
円
。
今
年
は
６
月
ま
で

に
９
件
の
被
害
が
あ
っ
た
。

Ｑ
．
昨
年
度
東
京
都
で
行
わ

れ
た
、
特
殊
詐
欺
対
策
用
の

自
動
録
音
機
の
貸
出
状
況
は
。

Ａ
．
90
台
貸
出
し
た
。

Ｑ
．
周
知
を
す
る
た
め
の
広

報
の
方
法
は
。

Ａ
．
市
役
所
の
市
民
課
の
窓

口
や
ふ
く
ふ
く
窓
口
、
市
報

や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
防
災
メ

ー
ル
を
使
っ
て
広
報
を
し
た
。

Ｑ
．
今
年
度
の
貸
出
に
つ
い

て
市
が
行
う
考
え
は
な
い
か
。

Ａ
．
警
察
か
ら
は
、
録
音
機

を
つ
け
る
と
被
害
が
起
き
て

い
な
い
と
聞
い
て
い
る
の
で

警
告
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
録
音
機

能
が
犯
人
に
通
話
を
断
念
さ

せ
て
被
害
を
未
然
に
防
止
す

る
一
定
の
効
果
が
あ
る
も
の

と
考
え
て
い
る
。
昨
年
度
、
都

の
無
償
配
布
が
終
わ
り
そ
の

希
望
者
が
少
な
か
っ
た
の
で
、

今
年
度
の
予
算
に
は
あ
げ
な

か
っ
た
。
し
か
し
特
殊
詐
欺

の
被
害
が
依
然
あ
る
こ
と
と
、

録
音
機
の
効
果
を
考
え
る
と
、

今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
。

Ｑ
．
コ
ン
ビ
ニ
と
の
災
害
協

定
が
組
め
な
い
か
。

Ａ
．
都
内
で
は
墨
田
、
江
戸

川
が
協
定
を
結
ん
で
い
る
。

国
立
市
で
も
検
討
し
た
い
。

員

一般質問一般質問    要旨・発言順要旨・発言順 一般質問（要旨）につきましては、各議員本人がまとめたものをもとに掲載しております。

住
所
変
更
の
お
知
ら
せ

重
松
朋
宏
議
員
（
緑
と
自
由
の
風
）
の
住
所
が

変
わ
り
ま
し
た
。

新
住
所

　

東
４
―
３
―
33　

イ
ー
ス
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
103

※
各
議
員
の
住
所
等
は
、
市
議
会
H
P
に
掲
載
し
て
い
ま
す

○ 平成27年第3回定例会からスマートフォン・タブレット向けのインターネット議会中継、録画の配信を開始し、平成28
年第1回定例会から常任委員会の議会中継、録画の配信を開始しています。

○ 「生中継を見る」から現在行われている審議・審査を、録画映像「会議名でさがす」から過去
に行われた審議・審査をご覧いただけます。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
画
面 ▲市議会ＨＰバナーにある「インターネット中継」をクリック ▲インターネット中継トップページ

パ
ソ
コ
ン
画
面

議会中継（本会議・常任委員会）は
スマートフォン・タブレットでもご覧になれます

クリック
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各議案の内容や会議録につきましては、市議会ホームページで、閲覧・検索ができます。ご覧ください。 国立市議会 検索

国立市議会 を開催します意見交換会

議会運営委員会とは？

問い合わせ　議会事務局　庶務調査係
☎042（576）2111㈹　FAX 042（576）2205

公共施設の老朽化対策・更新計画
（ストック・マネジメント）

について

　1月28日（土曜日）開催の意見交換会について、手話通訳者の手配を行います。
　1月20日（金曜日）までに、問い合わせ先へお申込みください。
　なお、手話通訳者配置の状況は、市議会ＨＰで随時お知らせいたします。

　通称「議運」と呼ばれているもの。円滑な議会運営をするために議
会運営委員会を活用しています。国立市議会では委員定数を７名以内
として、交渉団体（議会運営について交渉できる所属議員３人以上の
団体）から３人に１人を基準とし、比例して委員が選出されています。
○議会運営委員会の主な所掌事項
　議会運営委員会では次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請
願等を審査する。
　①議会運営に関すること
　②議会の会議規則、委員会に関する条例等に関すること
　③議長の諮問に関する事項
○開催
　各定例会の本会議初日の３日前と最終本会議の２日前に必ず開催さ
れます。
［初日前の議運］各定例会の会期、日程、審議の順番、議案等の委員会
の付託先等を協議し本会議が円滑に進むようにしています。
［最終日前の議運］最終本会議での議案・請願（陳情）等の取り扱い等
を協議しています。議案等は、議会運営委員会の協議の後、本会議に
上程されます。
　委員同士が活発に意見交換をして議会運営委員会は成り立っています。

※FAXで申込みをされる場合は、
　市議会HP▷議会報告会・意見交換会ページに
申込書がありますので、お使いください。

　国立市議会では議会運営だけではなく懸案事項にも積極的に取り
組んでいます。今期の議会運営委員会（議運）では各交渉団体から
出された９つの懸案事項を協議してきました。９つのうち７つは結
論を出し、継続協議をしているのは２つとなります。議運では日々
議会改革が進んでいます。

※懸案事項とは？
　議運で協議している議会運営の変更点や改善点を国立市議会では
懸案事項と呼んでいます。

　

◆　

編　

集　

後　

記　
◆　

　

広
報
委
員
会
は
今
、
様
々
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
し
て
い
ま

す
。
お
気
づ
き
に
な
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
？

　

審
議
さ
れ
た
議
案
や
陳
情
な
ど
の
報
告
の
内
容
が
よ
り

分
か
り
や
す
い
よ
う
、
説
明
文
を
加
え
ま
し
た
。
ま
た
、

見
出
し
部
分
は
書
き
方
や
レ
イ
ア
ウ
ト
も
変
え
て
い
ま
す
。

　

実
は
、
表
紙
の
写
真
は
私
達
広
報
委
員
が
町
中
に
出
て

い
き
、
国
立
市
ら
し
さ
を
探
し
な
が
ら
写
真
を
撮
っ
て
き

て
い
ま
す
。
自
画
自
賛
で
す
が
な
か
な
か
の
カ
メ
ラ
マ
ン

ぶ
り
だ
と
、
い
つ
も
市
議
会
だ
よ
り
が
完
成
す
る
度
に
ん

ま
り
し
て
し
ま
い
ま
す
（
笑
）

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
広
報
委
員
一
同
は
、
皆
様
が
発
行

を
楽
し
み
に
し
て
頂
け
る
紙
面
づ
く
り
を
目
指
し
て
一
生

懸
命
に
今
後
も
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

感
想
な
ど
お
寄
せ
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。

１.日時
　 平成29年1月27日（金）
　 午後7時～午後9時
　 （開場：午後6時30分）
２.場所
　 国立市役所 ３階 会議室

意見交換会１日目

１.日時
　 平成29年1月28日（土）
　 午後2時～午後4時
　 （開場：午後1時30分）
２.場所
　 公民館　地下ホール

意見交換会２日目
至立川 JR 中央線

富士見
通り

至国分寺
国立駅

公民館

交番
さくら通り

団地通り
五小

公園

矢川駅
至立川 至川崎JR 南武線

谷保駅

矢
川
通
り 国立

市役所

団地
大
学
通
り

どなたでもご参加いただけます。ぜひお越しください。

手話通訳を希望される方へ

総務文教委員会 建設環境委員会 福祉保険委員会

自転車駐輪場 高齢者について

　国立市では公共施設の老朽化を受け、
学校、給食センター、学童保育所及びイ
ンフラのあり方を検討する部会が立ち上
がりました。
　議会としても皆さんからご意見を伺い
たいと思います。皆さんのお越しをお待
ちしています。

　駅周辺の放置自転車や駐輪場不足。自
転車を使う人も使わない人も困ったこと
は一度や二度ではないはず。
　国立市における駐輪場の問題について
意見交換をしませんか？熱い思いを建設
環境委員会までお持ちください。

　生活環境や医療の発展により、現在の
平均寿命は男性80歳、女性は86歳を超え
ています。誰もが行く道だからこそ、豊
かな道にしたいと願っています。
　そこで、高齢者の声をしっかりと受け
止め、改善することが将来への明るい希
望に繋がると考え、テーマを「高齢者」
と致しました。
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